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第１章 河川整備計画の目標に関する事項

第１節 流域及び河川の概要

加古川は、その源を丹波、但馬、播磨の境界に連なる丹波市の粟鹿
あ わ が

山（標高 962m）に発し、

篠山
ささやま

川と合流後、加古川中流圏域を流れ、上流より杉原
すぎはら

川、野間
の ま

川、東条
とうじょう

川、万願寺
まんがんじ

川、美嚢
みのう

川などと合流し、加古川市、高砂市の市境界において播磨灘に注ぐ一級河川である。

加古川本川は、西脇市と加東市の市境界より下流の区間が、国土交通大臣により管理され、

上流は県により管理されている。加古川中流圏域は、西脇市、三木市、小野市、加西市、加

東市、多可町の５市１町のほぼ全域と、東条川上流部の篠山市と三田市の一部、美嚢川上流

部の神戸市北区の一部を併せて８市１町をその範囲に含んでいる。

加古川中流圏域内の指定区間の河川延長は、約 437km で、兵庫県における加古川水系全体

の管理区間延長約 726km のうち約 60％を占めている。川へ雨水が集まってくる範囲（流域面

積）としては、加古川中流圏域は、約 1,068km2の広さを持ち、加古川水系全体の約 61％を占

めている。

また、加古川中流圏域内の主な支川の流域面積は、美嚢川で約 285km2、万願寺川約 145km2、

東条川約 158km2、杉原川約 140km2、野間川で約 86km2となっている。

気候は、内陸気候地域と瀬戸内海気候地域という２つの気候地域に属しており、内陸気候

地域に属する西脇観測所（気象庁）では、年平均気温が 14.5℃、年間降水量が約 1,460mm、

瀬戸内海気候地域に属する三木観測所（気象庁）では、年平均気温 15.1℃、年間降水量は約

1,210mm（ともに平成 14 年から平成 23 年の 10 ヶ年平均）となっている。

地形は、標高約 100～400m の丘陵地や台地が顕著に発達しており、加古川と野間川の合流

地点より南部では丘陵地が開けている。また、標高の高い地域は、主に加古川中流圏域の北

西部に位置している。

地質は、加古川中流部及び杉原川、野間川流域の大部分と志染
しじみ

川上流の山地部において、

先第三紀時代（約 6500 万年前）に形成された流紋岩類である。また、万願寺川上流は新第三

紀時代（約 200 万年前）から先第三紀時代の泥質岩が主である固結堆積物で形成されている。

さらに、東条川や美嚢川の支川淡河
おおご

川においては、主に、礫岩、砂岩、頁岩（粘板岩）、凝灰

岩などの互層からなる固結堆積物が広がっている。

植生は、主にアカマツ林によって覆われている。また、杉原川流域上流部に位置する多可

町では、スギ・ヒノキなどからなる常緑針葉樹植林が主体であり、その他の地域では水田が

多く広がっている。また、加西市殿原のイチョウ、篠山市今田町の上立杭の大アベマキ、西

脇市西林寺のカラコツバキ、多可町善光寺のイブキなどの天然記念物がある。
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水利用としては、農業用水として堰・ポンプなどから河川沿いに広がる水田へ取水してい

るほか、工業用水や水道用水としての取水が行われている。また、水利事業として、加古川

西部農業水利事業では、杉原川と野間川からの取水を仕出原
し で は ら

川の糀屋
こうじや

ダムに貯水し、杉原川

と万願寺川に囲まれた田畑に農業用水を供給している。東播用水農業水利事業では、篠山川

の川代ダムから東条川の大川瀬ダム、志染川の呑吐
どんと

ダムへと導水路によって流域を越えた送

水を行い、三木市を含む東播平野東部と北神戸地域の田畑へ農業用水を供給している。東条

川農業水利事業では、鴨川
かもがわ

の鴨川ダムに貯水をし、東条町、三田市等の東条川流域の田畑に

農業用水を供給している。

図 1.1.1 加古川水系中流圏域図



-3-

第２節 河川整備の現状と課題

１．治水の現状と課題

加古川は、美嚢川の合流点から下流の区間において、明治 40 年８月洪水を契機とし、本

格的な河川改修事業が実施されてきた。その後、加古川水系は昭和 42 年に一級河川に指定

され、築堤、河床掘削、護岸整備などの本格的な河川改修を進めてきた。

しかし、河川改修開始後も台風などによる浸水被害が度々発生し、加古川中流圏域に多

くの被害が発生している。

昭和 20 年 10 月の台風（阿久根台風）では、加古川水系で総雨量約 350mm の降雨を記録

し、被害は、水系全体に及んだ。特に、下流部の美嚢川流域では、死者・負傷者 31 人、家

屋流出 50 戸、家屋浸水 400 戸、田畑冠水 75ha、堤防決壊 6 ヶ所、橋梁流出 5 ヶ所、道路

冠水 12 ヶ所に及ぶ洪水であった。

昭和 58 年 9 月には、秋雨前線の停滞と西日本を縦断する進路をとった台風 10 号の影響

により、河川の増水、堤防決壊によって加古川中流圏域で 531ha の浸水被害面積、1,563

戸の床上・床下浸水に及んだ。特に畑谷川（西脇市）では、宅地を中心に 166ha の被害と

なり、西脇市と黒田庄町（当時の町名。現在は西脇市の一部）が災害救助法に適用された。

平成 2 年の 9 月には、台風 19 号の接近による秋雨前線の活発化により兵庫県下に集中豪

雨が発生し、加古川中流圏域でも浸水被害面積が 11,960ha に及び、とくに、手前
てまえ

川（加西

市）では、有堤部の越水や内水により 9,622ha、加古川本川（加東市）で 1,634ha の浸水

被害となった。

写真 1.2.1 加古川の氾濫（小野市南中学校付近）
写真 1.2.2 畑谷川の氾濫（西脇市中畑町）

写真 1.2.3 手前川の氾濫（加西市市街地） 写真1.2.4 善坊
ぜんぼう

川の氾濫（加西市東笠原町）
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そして、平成 16 年 10 月の台風 23 号では、一級河川加古川の西脇市板波で観測開始史上

最高水位となる 8.16m を記録する洪水となり、加古川、野間川及び杉原川の西脇市を中心

に、河川水位の上昇により堤防が低い所では、堤防を越えて堤内地側に溢水を生じたほか、

市街地側の降雨が河川に排水できず、内水による氾濫が管内各所で発生した。

平成23年9月の台風12号では、杉原川の西脇水位観測所において、氾濫危険水位(4.29m)

を越える水位 5.15m を記録し、杉原川流域と野間川流域で多くの被災が発生した。また同

月の台風 15 号では、美嚢川流域、万勝寺川流域で多くの被災が発生した。

これらの度重なる洪水による浸水被害に対し、昭和 58 年の災害では、西脇市の畑谷
はたたに

川で

災害復旧助成事業、加東市の三草
みくさ

川などで災害関連事業が実施され、平成 2 年の災害では、

加西市市街地に甚大な浸水被害をもたらした手前川において、激甚災害対策特別緊急事業

を実施し、手前川・下里川の河川改修に併せ、調節池が設置された。平成 16 年 10 月台風

23 号の災害では、甚大な浸水被害を受けた西脇市市街地を中心とした、加古川激甚災害対

策特別緊急事業が平成 16 年 12 月 27 日に認可され、平成 22 年度に事業を完了している。

その後、平成 23 年度からは加古川広域河川改修事業として河川改修が進められている。

このほかにも、加古川水系において数多くの災害復旧事業やその他一般河川改修事業が

進められ、河道改修が完了している河川(区間)もある。

しかし、浸水被害の中には、背水による浸水被害もあることから、内水対策も重要な課

写真 1.2.5 加古川の氾濫（西脇市板波地区） 写真 1.2.6 杉原川 西脇市由縁橋被災状況

写真 1.2.7 杉原川の氾濫（多可町 中町南小学校） 写真 1.2.8 多田川 多田公会堂付近右岸被災状況
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題の一つである。また、橋梁や取水堰などの河川横断構造物の中には、土砂堆積の原因と

なっているものや、洪水流の流れを阻害しているものが見受けられる。
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写真 1.2.9 イカダ下り（加古川）

２．河川の利用及び河川環境の現状と課題

（１）河川利用の現状と課題

①河川空間の利用

河川の空間利用の代表的なものとしては、加古川の西脇市での「イカダ下り」や杉原川

上流の多可町での杉原紙作りの一工程である「川さらし」があるほか、西脇市、加東市な

どでは、桜づつみが整備され地域住民に親しまれている。

親水施設としては、山田川の「水辺の楽校」などをはじめ、加古川、美嚢川や杉原川な

どの支川にも多くの施設が整備されている。

さらに、加古川中流圏域内には、「川裾祭り」（西脇市、多可町）など、河川と関わりの

ある民俗行事や伝承が数多く言い伝えられ、また、洪水に関する伝承も数多く見られる。

②水利用

水利用に関しては、ほとんどの水田が河川から堰などを用いて取水し、多くの慣行水利

権と許可水利権が設定されているほか、昔から多くのため池が作られ利用されてきた。

また、明治時代には「淡河疎水」などの疎水事業、近年では「東条川農業利水事業」、「東

播用水事業」「加古川西部農業利水事業・水源開発事業」により農業用水、生活用水及び工

業用水の安定した水供給を行っている。

しかし、安定した水利用ができるようになった反面、取水堰による「魚類・水生生物の

生息範囲の縦断的分断」や、「土砂堆積」などの問題、さらには、加西市で耐用年数を迎え

た「取水堰の老朽化問題」などの課題があり、関係機関と連携し、対策を講じる必要があ

る。また、西脇市においては、地場産業である染織が盛んであり、工場からの排水による

水質悪化をもたらさないよう取り組む必要がある。

このように、河川利用においては、関係機関との連携のもと、渇水時などに安定的な水

利用の維持に努めるとともに、地域住民が身近に自然と触れ合えることのできる憩いの場

として利用できるように努めなければならない。

写真 1.2.10 桜づつみ公園（千鳥川）
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（２）河川環境の現状と課題

加古川中流圏域は、主にアカマツ林に覆われ、杉原川、野間川の上流に位置する多可町

では、スギ、ヒノキからなる常緑針葉樹林が主体である。また、河道内では、ツルヨシ、

マダケ、ハチクなどの在来種、セイタカアワダチソウなどの外来種が多く分布している中、

ミクリ、カワヂシャ、マキエハギなどの貴重種も確認されている。

動物については、中流部に多く分布すると言われているオイカワ、カマツカなどの在来

種や、貴重種であるオヤニラミ、アカザ、メダカなどの魚類、カワセミ、ヤマセミ、オオ

ヨシキリ、チュウサギなどの鳥類、ゲンジボタル、グンバイトンボなどの昆虫類の生息が

確認されている。

表 1.2.3 加古川中流圏域の河川内で確認されている貴重種

植物
ヤナギイノコヅチ、マキエハギ、カワヂシャ、ミクリ、など

哺乳類 確認されていない

鳥類
チュウサギ、オシドリ、ミサゴ、オオタカ、ハイタカ、ノスリ、サシバ、タシギ、ヤマセミ、

カワセミ、ルリビタキ、オオヨシキリ、アオジ

爬虫類 確認されていない

両生類 カスミサンショウウオ、イモリ、タゴガエル、シュレーゲルアオガエル

魚類 ヤリタナゴ、アブラハヤ、ドジョウ、アカザ、メダカ、オヤニラミ、スナヤツメなど

昆虫類 グンバイトンボ、サラサヤンマ、ミヤマサナエ、ホンサナエ、ゲンジボタル、キベリハムシ

出典）加古川水系河川水辺の国勢調査 報告書 社土木事務所 （1993、1998）

加古川水系東条川改良（生物調査業務委託）工事報告書 社土木事務所（1996）

加古川水系東条川河川公園詳細設計業務 報告書 柏原土木事務所 （2001）

東条川水系千鳥川環境整備（生物調査委託） 業務報告書 社土木事務所 （1996）

平成 5～9 年度希少水生生物保存対策試験事業結果報告書-ｵﾔﾆﾗﾐ- 兵庫県水産試験場（1998）

加古川水系加古川 ひょうごの川・自然環境調査業務 報告書 兵庫県社土木事務所 （2006）

ミクリ（貴重種）
オヤニラミ（貴重種）
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このような河川環境を有している加古川であるが、農業用水取水のために建設された井

堰などにより、魚類や水生生物などの移動阻害が発生し、河川水域内の生態系が分断され

ていることや、流水の滞留・土砂堆積による生息環境の悪化などの問題が生じている。こ

れらの河川縦断方向における河川生態系の連続性を回復させるためには、これら河川横断

構造物における改築または、魚道の新設が必要と考えられる。

また、水田を繁殖・初期成育場所とするメダカやドジョウ、ホタルなどの生息数の減少

が見られるが、これは圃場整備によって整備された水路により、水田と川との往来に障害

が生じたことが原因と考えられる。さらに、河川改修による水際部の人工化により、河川

から陸域への横断方向における連続性の減少が見られる。

治水安全度向上を図るため、河床掘削や河道拡幅などの河川工事を実施する際において

も、河畔林などの保全に努め、施工の際には水質の汚濁など、生息地の環境悪化をできる

だけ抑える施工面での配慮が必要である。

これまで、外来種の現状を把握するために、「河川水辺の国勢調査」等を実施している。

特定外来生物については、発見した場合、関係機関と連携した対策を進める必要がある。

一方、加古川中流圏域の水質汚濁に係わる環境基準点は、加古川の板波橋及び志染川の

坂本橋の 2 地点であり、両地点とも B 類型（BOD75％値：3mg/l）に設定されている。平成

11年から平成 20年の 10ヶ年では、両地点とも環境基準を満たしており、今後においても、

この良好な水質が保持できるように水質汚濁の対策に努める。
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３．河川の維持管理等の現状と課題

（１）河川の維持管理

河川の維持管理については、災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の

維持及び河川環境の整備と保全の観点から、堤防等の河川管理施設の維持補修による機能

維持、洪水の安全な流下に支障となる河道内に堆積した土砂の掘削による河道維持、河川

敷地の占用及び工作物の設置許可等による適正な河川利用に努めてきた。

限られた財源の中で、河川の機能を維持するためには、改修状況、背後地の土地利用状

況、河川の利用状況や環境特性に応じて重点的に対応する区間を設定して、効果的・効率

的に維持管理を行う必要がある。

なお、河川内には、構造基準を定めた「河川管理施設等構造令」の制定（昭和 51 年）以

前に建設された古い施設もあり、これらに対しては、施設の改築時に構造基準に適合させ

るのみならず、改善指導などにより、安全性を向上させる取り組みも行っている。

また、県下に老朽化が進行している樋門や門扉が多く存在していることから、ライフサ

イクルコストを考慮した予防保全の考え方に立った維持管理・更新計画を策定し、施設の

長寿命化を図る必要がある。

（２）流域連携

ふれあいと憩いの空間として多くの市民に親しまれ、歴史的に培われてきた加古川は「地

域共有の財産」であり、「参画と協働」による川づくりを基本に、地域住民、ＮＰＯ、事業

者（以下、「地域住民等」という。）、大学等の研究機関、流域市町、県が適切な役割分担の

もと連携し、以下のとおり川づくりを進めている。

①地域社会と河川の良好な関係の構築

「ひょうごアドプト」などにより、県が行う河川の整備等に地域住民等が参画、協働し

ている。

②多様な主体が取り組む川づくりへの支援

地域住民等の多様な主体の活動に対して、県では、「ひょうごボランタリー基金助成事業」

による助成、「地域づくり活動情報システム（コラボネット）」による活動主体の情報発信

や相互の連携・交流の支援等を行っている。
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表 1.2.4 加古川における流域連携に関する県のこれまでの取り組み

地域社会と河川の

良好な関係の構築

○地域住民、ＮＰＯ等と連携した河川の維持管理

・ひょうごアドプト

・河川愛護活動

・クリーン作戦

○活動資金の助成

・ひょうごボランタリー基金助成事業、地域づくり活動応援事業

○活動主体相互の連携・交流の支援

・地域づくり活動情報システム（コラボネット）

多様な主体が取り

組む川づくりへの

支援

○イベント等の情報提供

・Ｅ－news、地域づくり活動情報システム（コラボネット）
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第３節 河川整備計画の目標

１．河川整備計画の対象区間

加古川水系中流圏域内の法河川

加古川本川：国交省管理区間上流端～篠山川合流点

流入支川 ：中流圏域内の加古川に流入する支川

（国交省管理区間は除く）

２．河川整備計画の対象期間

加古川水系中流圏域内の河川整備計画対象区間が広範囲であり、一連の河川整備による

効果を発現させるためには長期間を要することから、対象期間は、概ね３０年とする。

３．河川整備計画の適用

河川整備計画は、「“ひょうご・人と自然の川づくり”基本理念・基本方針」に基づき、

兵庫県における当面の目標とする整備水準に配慮し、かつ、流域の社会状況、自然状況、

河道状況に基づき策定したものであり、段階的な整備を効率的かつ効果的に実施すること

を目的とする。

しかし、策定後に河川を取り巻くこれらの状況が変化したり、新たな科学的知見が得ら

れたり、技術の進歩等の変化が生じた場合には、地域の意向を適切に反映させ、適宜、河

川整備計画を見直すものとする。
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第４節 洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

河川整備で目標とする流量（整備計画目標流量）は、図 1.4.1 に示す既往最大洪水流量に

見合った流量を原則とするが、下流区間の改修状況を見据え、下流区間とのバランスを考慮

して整備計画目標流量を設定する。

なお、現行の改修計画流量で既往最大洪水流量を安全に流下させることが可能な場合は、

現行の改修計画を踏襲し、整備計画目標流量に設定する。

改修途中段階における現況流下能力以上の洪水や整備計画目標流量を上回るような洪水の

発生に対しては、国土交通省などの関係機関、関係市町、地域住民と密接な連絡体制を築き、

「洪水時における降雨や水位などのリアルタイム情報・予測情報などの提供」、「浸水想定区

域図の公表」や「過去の浸水実績の周知」など平常時からの防災情報の共有、水防体制の強

化及び防災教育訓練を行い、被害の軽減に努める。

また、総合治水条例に沿って別途策定される地域総合治水推進計画との連動を図り、洪水

被害の軽減に努める。
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表 1.4.1 河川整備計画目標流量（加古川）と既往洪水流量の比較 （単位：m3/sec）

加古川（板波地点） 摘要

河川整備計画目標流量 ３，０００

平成 16 年 10 月洪水（台風 23 号） ３，０００ 既往最大洪水流量

昭和 58 年 9 月洪水（秋雨前線豪雨） ２，８００ 参考）既往第 2 位洪水

図 1.4.1 加古川中流圏域整備計画目標流量配分図
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第５節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

地域住民が、憩いの場として河川を利用することができ、身近に自然を感じ、恩恵を実感

できるような、美しく、安全で、利用しやすい川づくりを推進する。

加古川中流圏域では、多くの取水堰が設置されているが、農業利水など多くの恩恵を受け

ている反面、前述したような「治水面での洪水流阻害の問題」に加え、「取水堰の老朽化問題」、

「環境面での縦断的な連続性の分断問題」などがある。このため、治水・利水・環境のバラ

ンスの取れた適切な河川利用を実現するために、関係機関と協議し調整に努めるものとする。

また、流水の正常な機能の維持を図るため、関係機関との連携のもと、「経年的な雨量観測・

流量観測などの水文データ・水質データの蓄積」、「農業用水などの還元量調査・実態把握」

を行い、流水の正常な機能を損なうことなく、安定的な水利用が出来るように努める。
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第６節 河川環境の整備と保全に関する目標

加古川中流圏域の河川を生育・生息の場とする生物は、周辺の自然や地形、河道内の瀬や

淵、高水敷、さらに本川と支川・水路の連続性などに関係しているため、河川整備に際して

は、人工的な改変を極力抑え、現在の河川環境に与える影響が極力少なくなるよう努めるも

のとする。

生態系に著しく影響を与える特定外来生物については、発見した場合、関係機関と連携し

た対策に努める。

また、地域に密着した河川の歴史を大切にしながら、関係機関や住民と連携して水辺に親

しめるような河川環境、河川景観の整備・保全に努める。
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第２章 河川の整備と実施に関する事項

第１節 河川工事の目的、種類及び施工の場所並びに当該河川工事の施工により設置さ

れる河川管理施設の機能の概要

１．整備区間

流下能力対策の区間は、「原則として下流から上流に向かって順次整備する」を基本とし、

「未改修区間または、現在改修中の区間（工事前であるが改修の計画が決定している区間

も含む）で流下能力が不足する区間」、「目標とする洪水が発生した場合に被害が大きい」

区間を計画的に整備を進める。

以下のフローに従い整備区間の選定を行う。

表 2.1.1 整備区間一覧

図 2.1.1 整備区間の選定フロー

現況で目標流量が
概ね流下可能か

①既定計画での位置付け(全体計画書、社会
基盤整備プログラム等への位置付け)の有無

②本川改修事業や周辺整備事業等の他計画
との整合の有無

③背後地の氾濫資産の大きさ(市街地の有無)

④投資可能額

整備区間の選定 整備区間対象外

Yes

NO

いずれにも当
てはまらない
場合

総合的に判断

一次評価

二次評価

現況で目標流量が
概ね流下可能か

①既定計画での位置付け(全体計画書、社会
基盤整備プログラム等への位置付け)の有無

②本川改修事業や周辺整備事業等の他計画
との整合の有無

③背後地の氾濫資産の大きさ(市街地の有無)

④投資可能額

整備区間の選定 整備区間対象外

Yes

NO

いずれにも当
てはまらない
場合

総合的に判断

一次評価

二次評価

加古川 中郷橋下流～篠山川合流点

美嚢川 城山橋～志染川合流点

志染川 幸座橋下流約200m～箕谷川合流点

淡河川 万代橋～尼谷川合流点付近

千歳川 西上野橋上流約220m～法河川上流端

前谷川 加古川合流点～藪下川合流点

万勝寺川 加古川合流点～かりかわ橋

直轄管理区間上流端～大畑川合流点

臨幸橋～鴨川合流点

神山川合流点～月江川合流点

大谷川 第６橋梁～法河川上流端

三草川 水路橋付近～中国自動車道

油谷川 加古川合流点～JR橋梁

野間川 みぎわ橋～山口井堰

杉原川 加古川合流点～熊野部井堰

思出川 杉原川合流点～井堰(1.96km)

奥荒田川 北安橋～乳母川橋

東条川
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（１）加古川

加古川では、国土交通省直轄管理区間上流端から中郷橋下流にかけて「加古川河川激甚

災害対策特別緊急事業（激特事業）」が進められ、概ね事業が完了した。その上流では、ほ

ぼ全区間にわたり流下能力が不足しており、整備計画目標流量を流下させることができな

い。

このため、図 2.1.2 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、築堤及び、河床掘削、橋梁架替、井堰改築を行い、河積の増大を図る。

激特事業上流端から畑谷川合流点までは、激特事業計画で対象とされた既往最大洪水で

あった平成 16 年 10 月（台風 23 号）洪水の実績流量に見合った流量で整備を行う。

畑谷川合流点から篠山川合流点までは、激特事業区間の整備状況を鑑み、既往第 2 位の

洪水である昭和 58 年 9 月（秋雨前線豪雨）洪水の実績流量に見合った洪水流量を目標に整

備を進めるが、平成 16 年 10 月（台風 23 号）洪水と同規模の洪水に対しては、堤防を越え

ないように洪水防御を図るものとする。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.2 河川整備計画対象区間（加古川）

計画的に整備を進

める区間
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： 現況流下能力(堤防高－余裕高) ： 整備計画目標流量

： 現況流下能力(HWL評価)
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図 2.1.3 加古川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

加古川
中郷橋下流

～篠山川合流点
11.6

・河床掘削

・築堤

・護岸整備

・横断工作物改築

（橋梁、堰）

※橋梁及び井堰等の横断工作物の改築にあたっては、関係者と協議・連携の上、必要に応じ改修する。

図 2.1.4 加古川整備計画目標流量配分

表 2.1.2 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

単位 ： m
3
/s

野間川 杉原川

3,000 2,800 2,400 2,400 2,100

●

板波地点

畑谷川

篠
山
川

佐
治
川

中
郷
橋

計画的に整備を進める区間

中郷橋下流～篠山川合流点L=11.6km

激特事業区間
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H.W.L.

H.W.L.

図 2.1.5 加古川整備横断イメージ
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ある。

4

1

4

1

縦横縮尺比

縦横縮尺比

河床掘削

築堤

護岸整備

築堤築堤
護岸整備護岸整備
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（２）美嚢川

美嚢川では、加古川合流点から城山橋について整備が進められてきたが、その上流では、

城山橋から志染川合流点にかけて流下能力が不足しているため、整備計画目標流量を安全

に流下させることができない。なお、城山橋～志染川合流点区間では護岸や高木井堰の改

築は完了しているが、河床掘削が残っている。

このため、図 2.1.6 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、河床掘削を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流より進められてきた現改修計画流量とする。なお、

現改修計画流量は、既往最大洪水であった平成 16 年 10 月（台風 23 号）洪水の実績流量を

満足する計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.6 河川整備計画対象区間（美嚢川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.7 美嚢川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

金剛寺谷川

高木井堰

1,300 1,200

長治川 八幡谷川 志染川

加
古
川

久
留
美
大
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計画的に整備を進める区間
城山橋～志染川合流点

L=2.5km

城
山
橋
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

美嚢川 城山橋 ～ 志染川合流点 2.5
・河床掘削

・護岸整備

H.W.L.

表 2.1.3 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.9 美嚢川整備横断イメージ

上津橋 ～ 久留美大橋

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

護岸整備

河床掘削

護岸整備
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（３）志染川

志染川では、呑吐ダム流入口付近の坂本橋から幸座橋について整備が進められてきたが、

幸座橋より上流区間については、流下能力が不足しているため、整備計画目標流量を安全

に流下させることができない。

このため、図 2.1.10 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、築堤及び、河床掘削、橋梁架替を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流より進められてきた現改修計画流量とする。なお、

現改修計画流量は、既往最大洪水であった平成 16 年 10 月（台風 23 号）洪水の実績流量を

満足する計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.10 河川整備計画対象区間（志染川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.11 志染川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

ダム湛水区間

大谷川 淡河川 北山川 岩谷川 原野川 柏尾谷川
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

志染川
幸座橋下流約 200m

～ 箕谷川合流点
1.7

・護岸整備

・横断工作物改築

HWLH.W.L.

表 2.1.4 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.13 志染川整備横断イメージ

初田川合流点 ～ 柏尾谷川合流点

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

護岸整備
護岸整備
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（４）淡河川

淡河川の万代橋から上流の尼谷川合流点付近の区間については、ほぼ全区間にわたり流

下能力が不足していることから、整備計画目標流量を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.14 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、河床掘削及び護岸整備を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、この区間で進められてきた現改修計画流量とする。な

お、現改修計画流量は、既往最大洪水であった平成 16 年 10 月（台風 23 号）を満足する計

画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.14 河川整備計画対象区間（淡河川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.15 淡河川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

僧尾川

300 260

尼谷川

計画的に整備を進める区間
万代橋～尼谷川合流点付近
L=2.5km

万
代
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

淡河川
万代橋

～ 尼谷川合流点付近
2.5

・河床掘削

・護岸整備

HWLH.W.L.

表 2.1.5 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.17 淡河川整備横断イメージ

万代橋 ～ 尼谷川合流点付近

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

護岸整備

河床掘削
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（５）千歳川

千歳川では、下里川合流点から西上野橋について整備が進められてきたが、西上野橋よ

り上流については、ほぼ全区間にわたり流下能力が不足しているため、整備計画目標流量

を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.18 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、護岸整備及び、橋梁架替、堰改築を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流より進められてきた現改修計画流量とする。なお、

現改修計画流量は、既往最大洪水である平成 2 年 9 月（台風 19 号）洪水の実績流量に見合

った計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.18 河川整備計画対象区間（千歳川）

計画的に整備を進

める区間
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

千歳川
西上野橋上流約 220ｍ

～ 法河川上流端
2.2

・河床掘削

・護岸整備

・横断工作物改築

（橋梁、堰）

※橋梁及び井堰等の横断工作物の改築にあたっては、関係者と協議・連携の上、必要に応じ改修する。

H.W.L.

表 2.1.6 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.21 千歳川整備横断イメージ

西上野橋上流約 220ｍ ～ 河川上流端

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

護岸整備
護岸整備

河床掘削
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（６）前谷川

前谷川の加古川合流点から藪下川合流点の区間については、ほぼ全区間にわたり流下能

力が不足していることから、整備計画目標流量を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.22 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、河床掘削を行い、河積の増大を図る。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.22 河川整備計画対象区間（前谷川）

計画的に整備を進

める区間



-34-

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 0.1 0.2 0.3 0.4

距離標（ｋｍ)

流
量
(m

3
/
s
)

現況流下能力

整備計画目標流量

藪下川

図 2.1.24 前谷川整備計画目標流量配分

図 2.1.23 前谷川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

21

藪下川

加
古
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計画的に整備を進める区間
加古川合流点～藪下川合流点
L=0.3km
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

前谷川
加古川合流点

～ 藪下川合流点
0.3 ・河床掘削

HWLH.W.L.

表 2.1.7 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.25 前谷川整備横断イメージ 横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

加古川合流点 ～ 藪下川合流点

1

1

縦横縮尺比

河床掘削
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（７）万勝寺川

万勝寺川では、かりかわ橋から法河川上流端について整備が進められてきたが、かりか

わ橋より下流については、ほぼ全区間にわたり流下能力が不足しているため、整備計画目

標流量を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.26 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、掘削を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、この区間で進められてきた現改修計画流量とする。な

お、現改修計画流量は、既往最大洪水であった昭和 58 年 9 月（秋雨前線豪雨）洪水の実績

流量を満足した計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.26 河川整備計画対象区間（万勝寺川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.27 万勝寺川流下能力縦断図
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

万勝寺川
加古川合流点

～ かりかわ橋
6.8

・河床掘削

・護岸整備

H.W.L.

H.W.L.

表 2.1.8 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.29 万勝寺川整備横断イメージ

出合橋上流区間～かりかわ橋

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

1

1

縦横縮尺比

護岸整備
護岸整備

河床掘削

護岸整備護岸整備

河床掘削
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（８）東条川

東条川では、数多くの事業が進められてきたが、現在、直轄管理区間上流端から中国自

動車道交差部と神山川合流点より上流では、部分的に流下能力が不足している箇所が数多

くある。また、中国自動車道交差部より上流は、未改修であり、整備計画目標流量を安全

に流下させることができない。

このため、図 2.1.30 に示す区間において整備計画目標流量を安全に流下させることを目

的として、築堤及び、河床掘削、橋梁架替、堰改築を行い、河積の増大を図る。

なお、整備計画目標流量については、小野市の直轄管理区間上流端から大畑川合流点（小

野工区）は、下流の国土交通省直轄管理区間の整備進捗状況、現況流下能力を考慮して設

定した現改修計画流量での整備を行う。

加東市の臨幸橋から鴨川合流点（東条工区）については、下流の整備済み区間である昭

和 61 年度災害助成事業と同等規模での整備を進める。

上流の篠山市神山川合流点から月江川合流点間（今田工区）については、下流より進め

られてきた現改修計画流量での整備を進める。なお、現改修計画流量は、既往最大洪水で

あった昭和 58 年 9 月（秋雨前線豪雨、台風 10 号）洪水を満足する計画流量である。
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図 2.1.31 東条川流下能力縦断図
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図 2.1.30 河川整備計画対象区間（東条川）
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河川名
施工場所

延長

（km）
主な整備内容

①
直轄管理区間上流端

～大畑川合流点
8.9

・河床掘削

・築堤

・護岸整備

・横断工作物改築

（橋梁、堰）

②
臨幸橋

～鴨川合流点
2.6

・河床掘削

・護岸整備
東条川

③
神山川合流点

～月江川合流点
1.9

・河床掘削

・築堤

・護岸整備

・横断工作物改築

（橋梁、堰）

※橋梁及び井堰等の横断工作物の改築にあたっては、関係者と協議・連携の上、必要に応じ改修する。

表 2.1.9 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.32 東条川整備計画流量配分
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H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

小野工区：誉田橋 ～ 船名橋

小野工区：船名橋 ～ 中谷川合流点

小野工区：中谷川合流点 ～ 大畑川合流点

東条工区：臨幸橋 ～ 鴨川合流点

図 2.1.33 東条川整備横断イメージ（1）

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

1

1

縦横縮尺比

1

1

縦横縮尺比

1

1

縦横縮尺比

護岸整備
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河床掘削

護岸整備

護岸整備
築堤

河床掘削

護岸整備

築堤

護岸整備

築堤

河床掘削

護岸整備

護岸整備

河床掘削

護岸整備
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H.W.L.

H.W.L.

図 2.1.33 東条川整備横断イメージ（2）

今田工区：神山川合流点 ～ 西光寺川合流点

今田工区：西光寺川合流点 ～ 月江川合流点

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

1

1

縦横縮尺比

護岸整備

築堤

河床掘削

築堤

護岸整備

築堤

河床掘削

護岸整備
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（９）大谷川

大谷川の第６橋梁から法河川上流端の区間については、ほぼ全区間にわたり流下能力が

不足していることから、整備計画目標流量を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.34 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、河床掘削と護岸整備を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流より進められてきた現改修計画流量とする。なお、

現改修計画流量は、既往最大洪水である昭和 58 年 9 月（秋雨前線豪雨、台風 10 号）洪水

を満足する計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.34 河川整備計画対象区間（大谷川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.36 大谷川整備計画目標流量配分

図 2.1.35 大谷川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

36

計画的に整備を進める区間
第６橋梁～法河川上流端
L=0.9km

第
６
橋
梁
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

大谷川
第６橋梁

～ 法河川上流端
0.9

・河床掘削

・護岸整備

HWL

表 2.1.10 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.37 大谷川整備横断イメージ
横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

第６橋梁 ～ 法河川上流端

1

1

縦横縮尺比

H.W.L.

護岸整備

護岸整備

河床掘削
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（10）三草川

三草川では、下流の千鳥川合流点から順次整備が進められてきたが、その上流では流下

能力が不足しているため、整備計画目標流量を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.38 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、河床掘削、護岸整備を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流より進められてきた現改修計画流量とする。なお、

現改修計画流量は、既往最大洪水であった平成 16 年 10 月（台風 23 号）洪水の実績流量を

満足する計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.38 河川整備計画対象区間（三草川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.40 三草川整備計画目標流量配分

図 2.1.39 三草川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

三草川
水路橋付近

～中国自動車道
0.1

・河床掘削

・護岸整備

表 2.1.11 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.41 三草川整備横断イメージ

水路橋付近 ～ 中国自動車道

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

H.W.L.

護岸整備
護岸整備

河床掘削
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（11）油谷川

油谷川の加古川合流点から JR 橋梁の区間については、加古川本川の背水の影響をうける

区間である。

このため、図 2.1.42 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、背水対策を行う。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.42 河川整備計画対象区間（油谷川）

計画的に整備を進

める区間
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図 2.1.44 油谷川整備計画目標流量配分
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図 2.1.43 油谷川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

125
加
古
川

計画的に整備を進める区間
加古川合流点～JR橋梁
L=0.2km

J
R
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

油谷川
加古川合流点

～ JR 橋梁
0.2 ・背水対策

HWL

表 2.1.12 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.45 油谷川整備横断イメージ
横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

加古川合流点 ～ JR 橋梁

1

1

縦横縮尺比

H.W.L.

背水対策背水対策
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（12）野間川

野間川では、加古川合流点から平野橋にかけて「加古川河川激甚災害対策特別緊急事業

（激特事業）」が進められ、その上流のみぎわ橋までの一連区間で概ね事業が完了した。ま

た、その他に山口井堰までの区間について整備が進められてきたが、部分的に流下能力が

不足しており、整備計画目標流量を流下させることができない。

このため、図 2.1.46 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、築堤及び、河床掘削、橋梁架替、井堰改築を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流の激特事業区間の整備状況を鑑み、既往第 2 位の

洪水である昭和 58 年 9 月（秋雨前線豪雨）洪水の実績流量に見合った洪水流量とする。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.46 河川整備計画対象区間（野間川）

計画的に整備を進

める区間
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： 現況流下能力(堤防高-余裕高) ： 整備計画目標流量

図－4.3.1(2) 加古川 現況河道（板波下井堰改築あり） 流下能力図 ： 現況流下能力(堤防満杯)
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図 2.1.47 野間川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

野間川
みぎわ橋

～山口井堰
8.5

・河床掘削

・築堤

・護岸整備

・横断工作物改築

（堰）

※橋梁及び井堰等の横断工作物の改築にあたっては、関係者と協議・連携の上、必要に応じ改修する。

表 2.1.13 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.48 野間川整備計画目標流量配分

単位 ： m3/s

大和川

平野地点 落方地点 山口井堰

440 410 380 330

出合川

加
古
川

210

計画的に整備を進める区間
みぎわ橋～山口井堰

L=8.5km

仕出原川

野間橋

激特事業区間

みぎわ橋
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HWL

図 2.1.49 野間川整備横断イメージ

みぎわ橋 ～ 出合川合流点

出合川合流点 ～ 芳田橋上流約 300m 地点（落方地点）

芳田橋上流約 300m 地点（落方地点 ～ 大和川・仕出原川合流点）

大和川・仕出原川合流点 ～ 山口井堰

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。
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（13）杉原川

杉原川では、加古川合流点から西脇大橋上流地点にかけて「加古川河川激甚災害対策特

別緊急事業（激特事業）」が進められ、概ね事業が完了した。また、その他に熊野部井堰ま

での区間について整備が進められてきたが、部分的に流下能力が不足しており、整備計画

目標流量を流下させることができない。

このため、図 2.1.50 に示す区間において、整備計画目標流量を安全に流下させることを

目的として、築堤及び、河床掘削、橋梁架替、井堰改築を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、下流の激特事業区間の整備状況を鑑み、既往第 2 位の

洪水である昭和 58 年 9 月（秋雨前線豪雨）洪水の実績流量に見合った洪水流量とする。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.50 河川整備計画対象区間（杉原川）

計画的に整備を進

める区間
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図－4.3.1(4) 杉原川 現況河道 流下能力図 ： 現況流下能力(堤防高-余裕高) ： 整備計画目標流量

： 現況流下能力(堤防満杯)
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図 2.1.51 杉原川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

杉原川
加古川合流点

～熊野部井堰
19.0

・河床掘削

・築堤

・護岸整備

・横断工作物改築

（橋梁、堰）

※橋梁及び井堰等の横断工作物の改築にあたっては、関係者と協議・連携の上、必要に応じ改修する。

表 2.1.14 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.52 杉原川整備計画目標流量配分

単位 ： m3/s

徳部野川 山野部谷川 奥荒田川 多田川

熊野部井堰

600 550 470 460 430 370

安田川 思出川

加
古
川

激特事業区間

西脇大橋

計画的に整備を進める区間
加古川合流点～熊野部井堰

L=19.0km
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図 2.1.53 杉原川整備横断イメージ（1）

新豊川橋 ～ 安田川合流点

安田川合流点 ～ 思出川合流点

思出川合流点 ～ 山野部谷川合流点

加古川合流点 ～ 西脇大橋上流

HWL

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

2.5

1

縦横縮尺比

2.5

1

縦横縮尺比

2.5

1

縦横縮尺比

2.5

1

縦横縮尺比

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

河床掘削

河床掘削

築堤

護岸整備 護岸整備

護岸整備
護岸整備
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山野部谷川合流点 ～ 奥荒田川合流点

図 2.1.53 杉原川整備横断イメージ（2）

奥荒田川合流点 ～ 多田川合流点

多田川合流点 ～ 熊野部井堰

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

2.5

1

縦横縮尺比

2.5

1

縦横縮尺比

2.5

1

縦横縮尺比

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

河床掘削

護岸整備 護岸整備

護岸整備

護岸整備
護岸整備
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（14）思出川

思出川では、杉原川合流点から井堰(1.96km)について整備が進められてきたが、部分的

に流下能力が不足する区間があるため、整備計画目標流量を安全に流下させることができ

ない。

このため、図 2.1.54 に示す区間おいて、整備計画目標流量を安全に流下させることを目

的として、河床掘削及び、築堤を行い、河積の増大を図る。

この区間の整備計画目標流量は、現改修計画流量とする。なお、現改修計画流量は、既

往最大洪水であった平成 16 年 10 月（台風 23 号）を満足する計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.54 河川整備計画対象区間（思出川）

計画的に整備を進

める区間



-63-

図 2.1.56 思出川整備計画目標流量配分

0

20

40
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80

100

120

140

160

180

200

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.2 3.4

距離標（ｋｍ)

流
量
(m

3
/
s
)

現況流下能力

整備計画目標流量

支川

図 2.1.55 思出川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

110 100

井堰

杉
原
川

計画的に整備を進める区間
杉原川合流点～井堰(1.96km)
L=2.0km
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

思出川
杉原川合流点

～ 井堰(1.96km)
2.0

・河床掘削

・築堤

・護岸整備

表 2.1.15 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.57 思出川整備横断イメージ

杉原川合流点 ～ 左支川合流点

左支川合流点 ～ 井堰(1.96km)

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1.5

1

縦横縮尺比

1.5

1

縦横縮尺比

H.W.L.

H.W.L.

築堤

河床掘削

護岸整備
護岸整備

築堤

河床掘削

護岸整備
護岸整備 築堤

築堤
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（15）奥荒田川

奥荒田川では、村中橋から母乳川橋について整備が進められてきたが、部分的に流下能

力が不足する区間があるため、整備計画目標流量を安全に流下させることができない。

このため、図 2.1.58 に示す区間おいて、整備計画目標流量を安全に流下させることを目

的として、河床掘削と護岸整備を実施する。

この区間の整備計画目標流量は、改修計画流量とする。なお、現改修計画流量は、既往

最大洪水であった平成 16 年 10 月（台風 23 号）を満足する計画流量である。

整備区間

直轄管理区間

流域界

激特認可区間

計画的に整備を進める河川(区間)

図 2.1.58 河川整備計画対象区間（奥荒田川）

計画的に整備を進

める区間
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整備計画目標流量

農道橋付近

図 2.1.60 奥荒田川整備計画目標流量配分

図 2.1.59 奥荒田川流下能力縦断図

計画的に整備を進める区間

単位 ： m3/s

杉
原
川

69

計画的に整備を進める区間
北安橋～乳母川橋 L=0.3km

母
乳
川
橋

村
中
橋

北
安
橋
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河川名 施工場所
延長

（km）
主な整備内容

奥荒田川
北安橋

～ 乳母川橋
0.3

・河床掘削

・護岸整備

HWL

表 2.1.16 計画的に整備を進める区間の主な整備内容

図 2.1.61 奥荒田川整備横断イメージ

北安橋 ～ 乳母川橋

横断形状は、現地精査

などにより必要に応

じて変更する場合が

ある。

1

1

縦横縮尺比

H.W.L.

護岸整備 護岸整備

河床掘削
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２．河川環境の整備と保全

河川環境の整備と保全に関しては、現在、加古川水系全域にわたり実施している「ひょ

うご川・自然環境調査」や、継続的な各種モニタリングを実施し、加古川中流圏域におけ

る河川環境の現状の把握及び、変化の要因を分析することにより、加古川中流圏域におけ

る生態系等の特性について知識を深め、新しい知見を踏まえながら、整備内容を見直しつ

つ対策を実施する。

（１）河川環境に配慮した河道改修

河川環境の整備に関しては、工事に伴う河川や周辺の自然環境へ与える影響の軽減に極

力努め、河川の水辺の国勢調査等によって生態系を確認するとともに、生態系に関しての

知識を深め、新しい知見を踏まえながら河川整備を行い、良好な河川環境の整備と保全を

図るものとする。また、工事中において、希少と判断される生態系が確認された場合は適

切な対策を講じ、極力保全に努めるものとする。

実施にあたっては、できるかぎり現況河道の河床形状を重視するとともに、水域と水際

部の保全に極力努め、低水路を掘削せざるを得ない場合においても河床の平滑化は行わな

いこととし、瀬や淵の形成を促すように配慮する。また、高水敷の掘削や樹木の伐採に際

しては、治水上支障の無い範囲で、動植物の生息・生育環境に配慮し行う。

図 2.1.62 河道改修後のイメージ

H.W.L.



-69-

（２）河川における連続性の確保

加古川では、闘龍灘
とうりゅうなだ

（加東市）において、遡上するアユがいち早

く釣れるため、他の場所より 1 ヶ月ほど解禁が早く、「アユの川」と

して知られている。アユ以外にも多様な魚類が見られるが、前述の

とおり、取水堰などにより、魚類・水生生物の生息分布は、縦断的

に分断されている。

このため、取水堰などの河川横断構造物による分断を軽減し、生

息分布の拡大及び連続性を回復するため、関係機関と連携し、加古

川の津万井堰を始め、千鳥川の穂積井堰などに魚道を設置してきた。

今後、表 2.2.1 に示す連続性の確保が必要な河川横断構造物につ

いて、取水井堰の改築及び、魚道の整備を計画している。

表 2.2.1 河川の連続性の確保に係る主要な河川工事について

河川工事の種類 対 象 河 川
設置される河川管理施設など

（機能の概要）
摘 要

河川横断構造物の改築 杉原川 ： 沖田井堰

東条川 ： 六ヶ井堰など

取水堰の改築

※上記以外の河川横断構造物についても、今後調査を行い、必要に応じ、改築又は魚道の設置を行う。

写真 2.1.2 沖田井堰（杉原川）

写真 2.1.1 アユの筧とり

（闘竜灘）

写真 2.1.3 六ヶ井堰（東条川）改築状況
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（３）人と自然との触れ合いの場の創出

加古川中流圏域では、川に親しむイベントとし

て、加古川（西脇市）の「イカダ下り」や、「川裾

まつり」、三木市美嚢川の「魚すくい大会」など数

多くあり、毎年多くの参加者でにぎわっている。

近年、子供たちの健やかな成長を手助けするも

のとして、教育の場に豊かな自然を取り入れた環

境教育が盛んに行われている。東条川では、東条

東小学校による環境体験学習に取り組んでおり、

これをきっかけに加東市東条地区では「東条川の

クリーン活動」が、地域住民による定例行事とし

て定着してきている。また、「ひょうごアドプト」

についても、前谷川、東条川などで地域住民と締

結され、地域住民による除草や清掃等の河川管理

が行われている。

神戸市北区の志染川では、地域住民参加による

川づくりが実施され、坂本橋付近で容易に水辺へ

近づけることができる整備が行われた。さらに、

東条川の小野市小田町、船木町地区では、地元小

学校からの声を受け、自然とふれあえる親水型の

護岸の整備が実施されている。

西脇市の杉原川では、新豊川橋から多可町との

境までの区間について、地域住民とともに水辺空

間の整備計画策定を進めている。

このように、川で安全かつ、安心して遊び、川

を知り、川で学ぶことのできる河川整備を、関係

機関・地域住民・学識経験者などの連携のもと、

順次進めていくように努める。

今後、加古川中流圏域の河川環境を守り、育て

ていくには、自然豊かな加古川を教育の場として位置付け、普段から容易に川と接するこ

とができ、沿川の地域のつながりがもてるように、関係機関、関係団体との連携を深め、

協働することにより、河川環境保全の意識を高めていく。

写真 2.1.4 自然体験学習（山田川）

写真 2.1.5 親水型の護岸整備（東条川小野市）

写真 2.1.6 やすらぎの景観警報装置（東条川小野市）
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写真 2.1.7 階段護岸の整備（金剛寺谷川三木市） 写真 2.1.8 魚道の整備（万願寺川加西市）

写真 2.1.9 水辺公園の整備（杉原川西脇市）
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第２節 河川の維持の目的、種類及び施工の場所

加古川等は良好な自然景観や多種・多様な動植物が生育・生息する豊かな自然環境を有し

ており、地域住民をはじめ近郊地域の多くの人々に親しまれているとともに、良好な水質が

保持されており、治水・利水・環境の各面での果たす役割は重要な位置付けとなっている。

河川の維持管理に際しては、平成 22 年 2 月に策定した兵庫県河川維持管理計画に基づくと

ともに、優れた河川景観や自然環境に配慮して、治水・利水・環境の視点から調和がとれ、

機能を十分に発揮できるよう努めるものとする。

１．河道の維持

河道内において、土砂、流木、樹木等によって川の流れが阻害されていないか平素から

留意し、地域住民からの情報提供や巡視によって、治水上問題があると判断した場合には、

堆積土砂撤去や障害物の除去を行い、洪水時に水の流れが阻害されないように河道断面の

維持に努める。

堆積土砂撤去により発生した土砂や除去された流木等の廃棄物については、地元と協議

してそれらの有効利用に努める。なお、河床掘削に際しては、河川環境に配慮し、水生生

物などの生息環境への影響を抑えるよう努力する。

２．河川管理施設の維持管理

洪水時に河川管理施設の機能が十分に発揮されるように、堤防、護岸、揚水機場などの

河川管理施設の維持・補修を行う。

また、ライフサイクルコストを考慮した予防保全の考え方に立った維持管理・更新計画

を策定し、施設の長寿命化に努める。

なお、河川管理施設の維持管理の際には、河川環境に配慮し、水生生物などの生息環境

の変化や劣化が起こらないよう努める。

写真 2.2.1 堆積土砂撤去による河道の維持(万願寺川)

堆積土砂撤去

堆積土砂撤去前 堆積土砂撤去後
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３．許可工作物の指導・監督

井堰や橋梁などの河川占用施設の新設や改築・修繕などが、治水上の安全性や、流水の

正常な機能を損なうことなく、また、河川環境に配慮して水生生物などの生息環境への変

化や劣化への影響が及ぶことがないよう施設管理者への指導・監督を行う。

また、不法投棄・不法占用などがみとめられる場合は、流域自治体や関係機関と連携し、

これらの撤去・指導にあたる。

４．水量・水質の保全

関係機関との連携のもと、「経年的な水位・流量観測」や、「水質観測データ」を収集し、

水量や水質の現状を把握するための環境情報を整備する。

また、良好な水質を維持できるよう河川清掃活動等を通じて、地域住民の水質に対する

意識向上を図る。水質事故が発生した場合は、関係機関との連携により適切に対処する。

５．河川を共有する意識の醸成

『加古川は地域の貴重な共有財産である』という認識のもと、地域住民・団体・事業者

などと行政が連携し、地域住民や団体による自主的・主体的な活動の展開や、流域内外の

人々の交流と情報発信の推進に努める。

さらに、地域住民の川に接する機会を増やし、普段の生活のなかで川を実感することに

より、河川を大切にする意識を広げるよう努める。

県と市町が共同で行うクリーン作戦などにより、安全な河川利用の促進、防犯防火等を

目的として除草、清掃を実施する。特に親水公園や利用者の多い箇所については、定期的

に除草、清掃し、良好な河川環境の確保に努める。

また、河川愛護活動、ひょうごアドプトなど、住民や団体の自主的な河川の除草、清掃

活動に対して清掃資材提供等の支援を行う。

なお、これらの活動により回収したゴミについては、県、市町が適切に処理を行う。

写真 2.2.2 河川清掃活動の様子
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第３節 河川整備を総合的に行うために必要な事項

１．総合治水に関する事項

近年、台風等による大雨や集中豪雨、局地的大雨が増え、河川や下水道の整備といった

これまでの治水対策だけで被害を防ぐことは困難となっている。

そのような中、これまで進めてきた「河川下水道対策」に加え、雨水を一時的に貯留し

たり地下に浸透させる「流域対策」や、浸水してもその被害を軽減する「減災対策」を組

み合わせた『総合治水』に取り組むことが重要となっている。

加古川中流圏域における総合治水の具体的な施策については、兵庫県総合治水条例に基

づき、東播磨・北播磨・丹波地域いわゆる加古川流域圏における地域総合治水推進計画を

策定し、実施する。

図 2.3.1 総合治水条例の概要パンフレット
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２．河川情報の提供に関する事項

改修途上段階における施設能力以上の洪水や整備目標流量を上回るような洪水が発生し

た場合に被害を極力抑えるために、平時より流域自治体、流域住民などと密接な連絡や協

力を保ち、降雨時における雨量・水位などの情報を速やかに提供することにより、地域の

水防活動を支援し、被害の軽減に努める。

また、日常の河川情報の提供としては、河川愛護月間等における行事、水防演習、各種

イベント等を通じて、河川愛護、河川美化等の思想の普及や啓発に努めるとともに、河川

に関する広報活動を強化し、治水・利水・環境に関する意識の高揚を図る。

具体的な情報提供の取り組みとして、兵庫県では、水防団、消防機関の出動等の目安と

なる氾濫注意水位を越える水位として、洪水時の避難・誘導活動への判断材料のひとつと

なる避難判断水位を設定し、河川の水位や雨量に関するリアルタイム情報を「フェニック

ス防災システム」により関係行政機関の防災担当部局へ提供している。

また、県のホームページでは、兵庫県 CG ハザードマップを公開しており、降雨量毎の浸

水状況等の防災情報マップ及び動画を用いた防災学習のページ等を掲載している。水位や

雨量の住民への情報提供は、兵庫県防災気象情報や国の「川の防災情報」等を介し、リア

ルタイムに配信している。

さらに、地上デジタルテレビ放送による災害関連情報(避難勧告・指示、避難所開設、河

川の水位・雨量)の提供を行っているとともに、河川監視カメラを整備し、インターネット

回線を通じた地域住民への河川のリアルタイム映像の配信を行っている。

図 2.3.2 地域の防災情報(兵庫県 CG ハザードマップ)

http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/
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図 2.3.3 兵庫県防災気象情報

http:// hyogo.bosai.info/

図 2.3.4 川の防災情報

http://www.river.go.jp/

図 2.3.5 兵庫県 河川監視システム

http://hyogo.rivercam.info/kato/

河川監視カメラ
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３．地域や関係機関との連携等に関する事項

河川を常に安全かつ適切に利用・管理していくためには、住民の理解と協力が不可欠で

ある。

水質の改善や自然環境の保全等については、流域住民の一人一人が加古川の現状と課題

を自らの問題として認識し、流域全体で問題解決にあたる必要がある。

また、「洪水被害」についての記憶は、年月の経過とともに薄れ、被害の経験が無い世代

には伝わらないため、水害の苦い経験を伝承する必要がある。住民の防災意識を向上させ

るためには、水害の発生状況やその対応方法、行政から出される河川情報や避難情報の意

味を理解することが重要である。

このため、河川情報の公開や提供、共有化を進めるとともに、河川だけにとらわれない

広域な視点として、加古川の優れた河川環境や流域内にある文化財の価値等、流域内の資

産を広く住民に認識してもらい、住民間、住民と行政の連携を強化し、協働の観点から問

題の解決に取り組んでいく。

流域の小中学生とその家族、学校関係者等、地域が一体となった河川の清掃活動等の活

用や、洪水時に円滑かつ迅速な避難が行われるよう、関係機関と連携して水防体制や防災

教育等の支援を行い、地域住民の水害に対する意識の向上に努めていく等、流域全体が連

携して、住民が主体的に川を守り育てる社会づくりや仕組みづくりを推進する。


